
ラジオミックス京都 検索で

開庁日時

毎週水・木曜日午後3時15分～3時30分
（再放送：午後9時15分～9時30分）は、北区
の地域および行政情報を発信中！

問合せ NPOコミュニティラジオ京都　☎432‒5805
インターネットでも聴くことができます 皆さまのご入会・ご協賛をお待ちしています

＊一部取り扱わない業務（税関係証明書の発行など）があります。
＊上記取扱業務でも、他機関が閉庁しているなどの理由で、その場で対応できないこともあります。
＊3月26日のみ午前9時～正午、マイナンバーカードの交付を行います（事前予約制）。事前予

約は、市民窓口課マイナンバー担当（☎406‐1021）にお電話ください。

（＊１）加入の届け出が遅れた場合、遅れた期間の保険料はさかのぼって（最長2年）納めていただきます
が、特別な理由のある場合を除き、届け出までに支払った医療費は全額自己負担となります。

（＊２）必要な書類はお問い合わせください。なお、新しい保険証は後日郵送でお届けする場合があります。

　春は引越し・就職の季節です。転入・転出の手続きはお早めにお願いします。下記
手続きおよびその他の手続きについて、詳しくは、各担当課へお問い合わせください。

場　　所

取扱時間

取扱証明書

持  ち  物
問  合  せ

平日：午前8時30分～午後7時 / 土日：午前8時30分～午後5時
＊祝日、振替休日、国民の休日および12/29～１/３を除く
地下鉄北大路・四条・竹田・山科の各駅、阪急桂駅
①住民票の写し、②住民票記載事項証明書、③印鑑登録証明書、
④税関係証明書(平日午後5時以降と土日は即日発行不可）、
⑤戸籍関係証明書（ただし、上京・中京・東山・下京区を本籍とする
除籍謄・抄本および改製原戸籍は、3月13日(月）から）等
運転免許証等の本人確認書類（③は、印鑑登録証（カード）が必要）
市地域自治推進室市民窓口企画担当　☎222‒3085

問合せ 市民窓口課 ☎432‒1249 / 地域力推進室総務・防災担当 ☎432‒1197

問合せ 住所変更・印鑑登録については、市民窓口課　☎432‒1249
国民健康保険については、保険年金課　☎432‒1257
その他手続きに関する各窓口の問合せ先担当課がわからないときは、
代表番号（☎432‒1181）へ

・エコまちステーション（転入者へのごみの分別、有料指定袋に関する説明）
・上下水道局営業所の臨時相談窓口（上下水道に関する受付）

同日に区役所で行っているその他の臨時窓口

ターミナル証明書発行コーナーもご利用ください！

区役所の日曜開庁とターミナル証明書発行コーナーのお知らせ
３月26日、４月２日、９日 （出張所では行いません）

取扱業務 窓口
住 所 異 動
戸 籍 届 出
印 鑑 登 録

証明書発行

転入・転出・転居届など
出生・死亡・婚姻届など
印鑑登録・抹消など
住民票の写し、戸籍謄・抄本、
印鑑登録証明書など

市民窓口課

・外国人の方（市内で住所変更・市外から転入）は、全員の特別永住者証明書、
在留カードまたは外国人登録証明書を持参してください。

・転出証明書の代わりに、住民基本台帳カード・マイナンバーカードをご利用
の際は、暗証番号が必要となります。

・国外転出、市内で住所変更、市外から転入のときは、通知カード（お持ちの方
は、住民基本台帳カード・マイナンバーカード）も持参してください。

【共通して必要な持ち物】 印鑑、本人確認書類（窓口に来られる方の運転免許証、
パスポート、特別永住者証明書、在留カード、外国人登録証明書、健康保険証、住民
基本台帳カード、マイナンバーカードなど）、委任状（本人以外の場合。ただし、住
所変更の場合は本人、世帯主以外の場合）

種類（主なもの）

印
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録
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特に必要なもの 手続き窓口
旧住所地の市民
窓口課、出張所転出の日まで

転出の日まで

市外へ転出

市外へ転出
・退職などで加入
・就職などで資格喪失
・出産、死亡など
・市内で住所変更
・市外から転入

該当した日から
14日以内（＊１）

市内で住所変更 住所を定めた日
から14日以内市外から転入

新住所地の市民
窓口課、出張所転出証明書

―

新住所地の市民
窓口課、出張所

旧住所地の
保険年金課

住所地の
保険年金課
新住所地の
保険年金課

転出届により自動的に登録抹消となります。
新住所地で新規に登録申請してください。

（市内での住所変更の場合は引き続き使用できます）

・保険証
・退職時などは

健康保険の資
格喪失証明書、
就職の場合は
職場の保険証
など（＊２）

春は

各種手続きを
お忘れなく

引越しの
シーズン

午前９時～正午

自治会・町内会に加入
しましょう！！

問合せ 地域力推進室広聴担当 ☎432‒1208

　安心安全で緑豊かな美しいまち北区。こうした様々な魅力は、もとも
とそこに「在る」のではなく、今日まで地域住民の皆さんが「創りあげて
きた地域の宝物」です。地域住民で構成する自治会や町内会は、これら
を継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たし
ています。北区への転入を機会に、ぜひ、自治会や町内会にご加入い
ただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。
　なお、加入に当たりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入
方法等をお問い合わせいただくほか、連絡先等が不明であれば、下
記までお問い合わせください。

住所変更に伴う注意点

市民しんぶん 北区版

ホームページアドレス  http://www.city.kyoto.lg.jp/kita/

3
注目記事！

●3月18日（土）から、
市バスがますます便利に
なります（2面）

●小学校「大文字駅伝」大会 
（3面）
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